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建設業界における法令遵守の徹底について 

 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび、標記の件につきまして、本年３月、私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）に違反する行為を行ったと

して大手建設業者が起訴され、１０月２２日に有罪判決を受けたことを含め、

近年、独占禁止法や刑法などの法令に違反し、建設業者が刑事責任を問われる

事案が少なからず発生していることを受け、国土交通事務次官より、別添のと

おり法令遵守の徹底について通知がありました。 

法令遵守の徹底は、企業が社会的使命を果たしていく上で最重要の責務であ

り、建設業界においては、こうした法令違反の発生を業界全体の信頼を揺るが

す重大な課題と認識し、事業者の役員は勿論のこと、全ての従業員ひとり一人

にまで法令遵守の意識が浸透するような体制の確保や取組の更なる徹底が求め

られております。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件につきまして、貴会会員

企業の皆様に対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以 上 

【添付資料】 

 ・国土交通省通知文 
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